
給与規程 
 
 
(総 則) 
第１条 この規程は、就業規則第７７条の規定にもとづき、従業員の給与について定める。 
 
(適用範囲) 
第２条 本規程は、正社員に適用する。正社員以外の者については労働条件通知書兼労働
契約書にて定める。 

 
(賃金の原則) 
第３条 賃金とは、社員の労働の代償として支払われるものをいう。したがって、社員が
労働しないときは別段の定めによる場合のほかは賃金を支払わない。法定労働時間を超え
る労働については、指揮命令をした時のみ、割増賃金を支払う。 
 
(給与の種類)  
第４条 従業員の給与は、月給制（完全月給制ではなく、ノーワークノーペイの原則に従
う）とし、それぞれ次に掲げる区分により支給する。 
（１）基本給 
（２）諸手当  役職手当 
        通勤手当 
        在宅勤務手当 
（３）割増給与 時間外労働手当 
        休日労働手当 
        深夜労働手当 
 
(休暇休業等の賃金) 
第５条 年次有給休暇および特別休暇に定める休暇期間中は、所定労働時間労働したとき
に支払われる通常の賃金を支払う。 
２ 次の休暇および休業期間等は無給とする。 
（１）産前産後休業 
（２）育児・介護休業規程による休業、休暇等 
（３）育児時間 
（４）生理休暇の日または時間 
（５）母性健康管理のための休暇等の時間 
（６）裁判員休暇 
（７）公民権行使の時間 



（８）就業規則第２１条に定める休職期間、ただし出向による休職は除く 
３ 会社の責めに帰すべき事由により、休業したときは、休業手当を支給する。休業手当
の額は、１日につき平均賃金の６割とする。 
 
(基本給) 
第６条 基本給は、学歴・性別・国籍を問わず、これまでの職業経験、年齢等を総合的に
勘案し、代表取締役が決定する。 
 
(役職手当) 
第７条 役職手当は、職務上地位にある者に対して、その役割への責任及び業務量に応じ
次のとおり支給する。 
（１）部長職 ５０，０００円 
（２）課長職 ３０，０００円 
（３）係長職 １０，０００円 
（４）主任職  ５，０００円 
 
(在宅勤務手当) 
第８条 会社の指示による在宅勤務その他必要と判断された場合、在宅勤務手当として１
ヶ月３，０００円を支給する。 
 
(時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当) 
第９条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
（１）時間外労働手当(法定労働時間を超えた場合) 
 1時間当たり賃金 × １．２５ × 当該労働時間数 
（２）休日労働手当(法定休日に労働させた場合) 
 1時間当たり賃金 × １．３５ × 当該労働時間数 
（３）深夜労働手当(午後 10時～午前 5時の間に労働させた場合) 
 1時間当たり賃金 × ０．２５ × 当該労働時間数 
２ 前項の「１時間当たり賃金」は、次の算式により計算する。 
 基本給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間数 
３ 前項の「1 ヶ月平均所定労働時間」を算出する際の 1 年間の所定労働日数は毎年 6 月
２１日（期首給与計算期間の始まり）を起算日とする。 

 
(給与改定) 
第１０条 給与改定の時期は ７月とする。給与改定の実施については、プラスソーシャル
インベストメント株式会社（以下、当社）の業績、社会情勢等を勘案して毎年決定する。 
２ 給与改定は、職員の勤務状況、業績等を勘案して各人ごとに、代表取締役が決定する。 



 
(給与日割り計算) 
第１１条 給与計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、その月の給与を
下記の算式により日割り計算して支払う。なお、欠勤の場合は下記の計算式により欠勤控
除を行う。 
  (基本給＋諸手当) ÷ 該当月の１ヶ月所定労働日数 × 出勤日数 
 
(遅刻・早退控除) 
第１２条 所定労働時間に対し、遅刻早退した者については、その時間分を下記の計算式
により控除を行う。なお、フレックスタイム制を導入している場合は、1 清算期間で定め
られた所定労働時間に満たない場合には、下記の計算式により算出した時間分の控除を行
う。 
 (基本給＋諸手当) ÷ 該当月の１ヶ月所定労働時間 × 遅刻・早退の時間数 
 
（事業場内最低賃金） 
第１３条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額 1,010円とする。 
ただし、最低賃金法(昭和 34年法律第 137号)第 7条に基づく最低賃金の減額の特例許可
を受けた者を除く。 
２． 前項の賃金額には、最低賃金法第 4条第 3項に定める賃金を算入しない。 
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第 2条の定めるところによる。 
 
(通勤手当)  
第１４条  通勤手当は,最寄駅より勤務先事業所最寄駅までの 6ヶ月定期代を半年ごとに支
給する。ただし、300,000円(月額 50,000円)を上限に支給する。 
２ 前項の利用する交通機関及び通勤実費については、管理責任者の承認を要する。 
３ 職員が次の各号に該当する場合速やかに清算をおこなう。 
 (１)従業員に該当しなくなった場合 
 (２)住所又は居所の変更その他の事由により通勤の経路又は手段を変更した場合 
 (３)出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の 1 日から末日までの全日数にわた 
   り通勤しなかったときは、支給しない。 
 (４)休職した場合 
 (５)退職した場合 

(６)在宅勤務となった場合 
４ 在宅勤務時、勤務地への出勤が週に４日未満の場合の通勤手当については、通勤手当
と実際に通勤に要する往復運賃の実費のいずれか安い金額を給与支給日に支給するものと
する。 
５ 遠隔地より通勤するものについては、管理責任者の判断に基づき、同条１項に定める



手当以外に支給する場合がある。 
６ 通勤手段は原則公共交通機関を利用するものとする。ただし、管理責任者が許可をし
た場合はこの限りではない。 
７ 前項で許可をした交通手段で自家用車等を用いる場合は以下の表の金額以内とする。 
 

片道の通勤距離 １ヶ月の支給上限額 
１０キロメートル未満 ４，２００円 
１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，１００円 
１５キロメートル以上２５キロメートル未満 １２，９００円 
２５キロメートル以上３５キロメートル未満 １８，７００円 
３５キロメートル以上４５キロメートル未満 ２４，４００円 
４５キロメートル以上５５キロメートル未満 ２８，０００円 
５５キロメートル以上 ３１，６００円 

 
 
(通勤手当計算方法) 
第１５条 給与計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合における当該事由の
発生した月の通勤手当の額は、1 ヶ月の定期代と往復交通費に出勤日数をかけた金額の何
れか安い金額を支給する。定期代残高がある場合は返金する。 
 
(給与の支給日)  
第１６条  給与の計算期間は前月 21日より当月 20日までとし、支給日は当月の 25日 (そ
の日が休日に当るときはその前日、以下順次繰り上げ)とする。 
２ ただし、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当については翌月 25日支払いと
する。 
 
（賃金の支払方法） 
第１７条 賃金は、全額通貨で直接社員に支払う。ただし、社員の同意により社員が希望
する金融機関等の口座（本人名義口座に限る）への振込により支払う。 
２ 前項の規定にかかわらず、退職時のほか会社が特に必要と認める場合には本人指定金
融機関等の口座への振込によらず、直接手渡しにより支払う。 
 
（賃金の控除） 
第１８条 次に掲げるものは、賃金から控除する。 
（１）源泉所得税 
（２）住民税(市町村民税および都道府県民税) 
（３）健康保険料(介護保険料を含む)および厚生年金保険料の被保険者負担分 



（４）雇用保険の保険料の被保険者負担分 
（５）社員代表との書面協定により賃金から控除することとしたもの 
２ 休職期間中など、支払われる賃金の総額が控除すべき金銭の金額を下回る場合、社員
はその差額について控除すべき月の末日までに、会社に支払わなければならない。 
３ 前項の支払いについて、原則として会社が指定する銀行口座に振込むこととする。 
 
 (季節手当) 
第１９条 季節手当の支給月は、原則として年２回とし、その額は、職員の勤怠実績、勤
務 成果および当社の財政状況を勘案し、代表取締役が決定する。 
２ 季節手当の支給対象期間は、次のとおりとする。 
  冬季手当 当年６月２１日より当年１２月２０日まで  
  期末手当 前年１２月２１日より当年６月２０日まで 
３ 季節手当の支給対象者は、支給対象期間の全て若しくは一部に在籍し、季節手当の支
給日現在に在籍する者に支給する。 
４ 前各項にかかわらず、当社の業績、社会情勢等やむを得ない事由があるときは、支給
時期を延期、又は支給しないことがある。 
 
附則 
 
（規程の所轄部署及び改廃） 
 この規程の所管部署は管理部とする。実施に関し、必要な事項については、代表取締役が
定める。 
 
 
制定 平成２８年１１月１０日 
改定 令和２年８月２１日 
改定 令和５年４月２１日 
第１３条の規程の追加は、令和 5年 9月２１日から施行する。 
 
 


